
 

 

多子世帯応援ショップ事業実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、３人以上の子供を持ちたいという希望が実現できるよう、社

会全体で多子世帯を応援する気運醸成を図ることを目的とする多子世帯応援ショ

ップ事業を実施するために必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めると 

ころによる。 

 (1) 応援ショップ事業 

   対象世帯が協賛店舗等において、割引などの特典を受けることができる多子

世帯応援ショップ事業をいう。 

 (2) 対象世帯 

   ３人以上の子供がいる家族を対象とし、子供の年齢要件は協賛店舗等が任意

に定めることができるものとする。 

 (3) 協賛店舗等 

   応援ショップ事業に協賛し、対象者に特典を提供する店舗、施設、企業等を

いう。 

 (4) 協賛ステッカー 

   協賛店舗等である旨を表示するための多子世帯応援ショップ協賛ステッカー

（様式第１号）をいう。 

 (5) 特典 

   協賛店舗等が任意に定めた割引などのサービスをいう。 

 （県の責務） 

第３条 県は、次に掲げる事項を行うものとする。 

 (1) 協賛ポスター及び協賛ステッカーを作成すること。 

 (2) ホームページ等を通じて、応援ショップ事業についての情報提供を行うこと。 

 (3)店舗、施設、企業等に対し、応援ショップ事業への協賛を依頼すること。 

  (4) その他応援ショップ事業を推進するために必要なことを行うこと。 

（協賛の手続き等） 

第４条 応援ショップ事業に協賛しようとする者は、様式第２号による協賛申込書

により、県に協賛を申し込むものとする。複数の店舗等を営む者にあっては、事

前に県に相談の上、まとめて申し込むことができるものとする。 

２ 県は、前項の規定による申込みを受けたときには、内容を確認の上ホームペー

ジで公表するものとする。 

３ 協賛店舗等を営む者は、第１項の協賛申込書の内容を変更しようとするとき又 

は協賛を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第３号による変更・廃止届 



 

 

により、県に届け出るものとする。 

４ 特典内容が違法な場合等には、県は協賛申込みを拒否あるいは取り消すことが 

できる。 

５ 協賛店舗等は、協賛ステッカーの取扱いについて、次に掲げることに留意す  

るものとする。 

  (1) 提供する特典の内容を協賛ステッカーの所定の位置に記載し、協賛店舗等の

見やすい位置に掲示すること。 

  (2) 特典の内容を変更するときは、変更の日以後、速やかに協賛ステッカーの記  

載を変更すること。 

 (3) 協賛を廃止するときは、廃止の日以後、協賛ステッカーを掲示してはならな  

いこと。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年１２月７日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 

 

様式第１号 

   多子世帯応援ショップ協賛ステッカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210.0 ㎜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          148.0 ㎜   

   ※ステッカーの４角は、丸くカットされたものとする。 



 

 

 

  



 

 

 

 


